
○学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）（抄）

第九十二条 （略）

２ （略）

３ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。

４～10 （略）

第九十三条 大学に、教授会を置く。

２ 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり

意見を述べるものとする。

一 学生の入学、卒業及び課程の修了

二 学位の授与

三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、

教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

３ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他

の教授会が置かれる組織の長（以下この項において「学長等」と

いう。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及

び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

４ （略）

○学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）（抄）

第二十六条 （略）

２ 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長（大学にあつ

ては、学長の委任を受けた学部長を含む。）が行う。

３～４ （略）

５ 学長は、学生に対する第二項の退学、停学及び訓告の処分の手

続を定めなければならない。

第百四十四条 削除

参照条文

○国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）（抄）

（役員の任命）

第十二条 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科

学大臣が行う。

２ 前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各

同数をもって構成する会議（以下「学長選考会議」という。）の

選考により行うものとする。

一・二 （略）

３～６

７ 第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、

かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営するこ

とができる能力を有する者のうちから、学長選考会議が定める基

準により、行わなければならない。

８ 国立大学法人は、第二項に規定する学長の選考が行われたとき

は当該選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、学長選考

会議が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準

を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。

９ （略）

○国立大学法人法施行規則（平成十五年文部科学省令第五十七号）（抄）

（学長の選考が行われたときの公表事項）

第一条の五 法第十二条第八項に規定する文部科学省令で定める事

項は、次のとおりとする。

一 法第十二条第二項の規定により学長として選考された者につ

いて、学長選考会議が当該者を選考した理由

二 学長選考会議における学長の選考の過程

２ （略）

１



○教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）（抄）

第二章 任免、人事評価、給与、分限及び懲戒

第一節 大学の学長、教員及び部局長

（採用及び昇任の方法）

第三条 （略）

２ 学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育

行政に関し識見を有する者について、評議会（評議会を置かない大学に

あつては、教授会。以下同じ。）の議に基づき学長の定める基準により、

評議会が行う。

３ 学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長

が行う。

４ 学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき学長

の定める基準により、学長が行う。

５ 教員の採用及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定め

る基準により、教授会の議に基づき学長が行う。

６ （略）

（転任）

第四条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局

長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転

任（現に学長の職に任命されている者を当該学長の職以外の職に任命す

る場合、現に教員の職に任命されている者を当該教員の職が置かれる部

局に置かれる教員の職以外の職に任命する場合及び現に部局長の職に任

命されている者を当該部局長の職以外の職に任命する場合をいう。）を

されることはない。

２～５ （略）

（降任及び免職）

第五条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局

長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免

職されることはない。教員の降任（前条第一項の転任に該当するものを

除く。）についても、また同様とする。

２ （略）

参照条文
（人事評価）

第五条の二 学長、教員及び部局長の人事評価及びその結果に応じた措置

は、学長にあつては評議会が、教員及び学部長にあつては教授会の議に

基づき学長が、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。

２ 前項の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必

要な事項は、評議会の議に基づき学長が定める。

（休職の期間）

第六条 学長、教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の

休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議

に基づき学長が定める。

（任期）

第七条 学長及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定

める。

（懲戒）

第九条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局

長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受ける

ことはない。

２ （略）

（任命権者）

第十条 大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及

び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。

２ 大学の学長、教員及び部局長に係る標準職務遂行能力は、評議会の議

に基づく学長の申出に基づいて、任命権者が定める。

２


